
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
の
追
加
等

一

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
つ

い
て
、
名
称
を
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
改
め
、
準
地
方
活
力
向
上
地
域
（
集
中
地
域
の
う
ち

、
人
口
の
過
度
の
集
中
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
地

域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
特

定
業
務
施
設
を
整
備
す
る
事
業
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
、
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
一
体
で
あ
る
地
域
で
あ

っ
て
当
該
地
域
の
来
訪
者
又
は
滞
在
者
（
以
下
「
来
訪
者
等
」
と
い
う
。
）
の
増
加
に
よ
り
事
業
機
会
の
増
大
又
は
収
益

性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
事
業
を
行
う
事
業
者
が
集
積
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、
当
該
地
域
の
来
訪
者
等
の
利
便
を
増
進

し
、
こ
れ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
経
済
効
果
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又

は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
次
に
掲
げ
る
活
動
で
あ
っ
て
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
当
該
事
業
者
の
意
向
を
踏
ま
え

て
実
施
す
る
も
の
（
以
下
「
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
地



域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
が
実
施
さ
れ
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
に
よ
り
生
ず
る
利
益

を
受
け
る
事
業
者
か
ら
市
町
村
が
負
担
金
を
徴
収
し
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
を
実
施
す
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
等
（
以
下
「
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
実
施
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
に
関

す
る
も
の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

来
訪
者
等
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設
又
は
設
備
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
活
動

２

来
訪
者
等
の
増
加
を
図
る
た
め
の
広
報
又
は
行
事
の
実
施
そ
の
他
の
活
動

三

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
、
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
（
地
域
に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
活

動
の
拠
点
と
し
て
商
店
街
が
形
成
さ
れ
て
い
る
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
商
店
街
に
お
け
る
小
売
商
業
者
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

者
の
集
積
の
程
度
、
商
業
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
み
て
そ
の
活
力
の
維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
商
店
街
の
活
性
化
に
よ
り
地
域
経
済
の
発
展
及
び
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
を
図

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業

で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「

商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
五
条
第
四
項
関
係
）

第
二

特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
課
税
の
特
例
の
見
直
し

特
定
地
域
再
生
事
業
を
行
う
株
式
会
社
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
の
取
得
に
係
る
課
税
の
特
例
に
係
る
認
定
地
方
公
共
団

体
に
よ
る
株
式
会
社
の
要
件
の
確
認
を
株
式
の
取
得
後
に
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
三

地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
係
る
課
税
の
特
例
の
見
直
し

一

地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
で
あ
っ
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は

法
人
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
に
つ
い
て
、
名
称

を
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
に
改
め
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
独
立
行
政
法

人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
に
よ
る
債
務
保
証
及
び
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

集
中
地
域
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
地
方
活
力
向

上
地
域
又
は
準
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
地
方
税
の
課
税
免
除
に
伴

う
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
集
中
地
域
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
政



令
で
定
め
る
も
の
か
ら
準
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
地
方
税
の
不
均

一
課
税
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
六
ま
で
関
係
）

第
四

地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
の
作
成
等

一

第
一
の
二
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
地
域
来
訪
者
等
利
便

増
進
活
動
実
施
団
体
は
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
域
来
訪
者
等
利
便
増

進
活
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
市
町
村
の

長
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
は
、
活
動
の
実
施
区
域

、
活
動
の
目
標
、
活
動
の
内
容
、
活
動
に
よ
り
事
業
者
が
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
利
益
の
内
容
及
び
程
度
、
利
益
を
受
け

る
事
業
者
の
範
囲
、
計
画
期
間
、
資
金
計
画
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

一
の
資
金
計
画
に
は
、
一
の
事
業
者
（
以
下
「
受
益
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
負
担
金
の
額
及

び
徴
収
方
法
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

一
の
活
動
の
内
容
に
は
、
都
市
公
園
に
お
け
る
自
転
車
駐
車
場
、
観
光
案
内
所
そ
の
他
の
来
訪
者
等
の
利
便
の
増
進
に



寄
与
す
る
施
設
又
は
物
件
の
設
置
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
認
定
市
町
村
の
長
は
、
五
の

認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
園
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

四

一
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
実
施
団
体
は
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活

動
計
画
に
つ
い
て
、
総
受
益
事
業
者
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
っ
て
、
そ
の
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
負
担
金
の
合
計
額
が
総

受
益
事
業
者
の
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
負
担
金
の
総
額
の
三
分
の
二
以
上
と
な
る
受
益
事
業
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

認
定
市
町
村
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
認
定
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
た
上
で
、
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活

動
計
画
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

認
定
市
町
村
は
、
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
基
づ
き
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
実
施
団
体
が
実
施
す

る
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
に
よ
り

受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
利
益
の
限
度
に
お
い
て
、
受
益
事
業
者
か
ら
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。



七

六
の
受
益
事
業
者
の
範
囲
並
び
に
負
担
金
の
額
及
び
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
認
定
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

八

認
定
市
町
村
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
地

方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
負
担
金
及
び
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

九

負
担
金
及
び
延
滞
金
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
確
保
並
び
に
当
該
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
徴
収
を
受
け
る

受
益
事
業
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

十

認
定
市
町
村
は
、
六
の
負
担
金
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
財
源
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
、
地
域
来
訪
者
等
利
便

増
進
活
動
実
施
団
体
に
対
し
、
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活

動
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一

三
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
が
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
地
域
来
訪
者

等
利
便
増
進
活
動
実
施
団
体
か
ら
当
該
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
基
づ
く
都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い
て
許
可

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
公
園
管
理
者
は
、
そ
の
占
用
の
許
可
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



十
二

受
益
事
業
者
の
請
求
等
に
よ
る
五
の
認
定
の
取
消
し
及
び
所
要
の
監
督
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
七
か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
関
係
）

第
五

商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
計
画
の
作
成
等

一

第
一
の
三
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
認
定
市
町
村
は
、
認

定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
商
店
街
活
性
化
促
進

事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
計
画
に
は
、
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
の
区
域
、
商
店
街
の

活
性
化
の
方
向
性
そ
の
他
の
商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
的
方
針
」
と
い
う
。
）

、
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
に
お
い
て
基
本
的
方
針
に
適
合
す
る
事
業
（
以
下
「
適
合
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
又

は
行
お
う
と
す
る
者
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
の
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す

る
事
項
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

認
定
市
町
村
の
長
は
、
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
内
の
建
築
物
又
は
土
地
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
っ
て
事
業
の
用
、
住

宅
の
用
そ
の
他
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
当
該
商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
計
画
の
達
成
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
建
築
物
等
の
所
有



者
等
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
特
定
建
築
物
等
を
適
合
事
業
の
用
そ
の
他
の
当
該
商
店
街
活
性
化
促
進
事

業
計
画
の
基
本
的
方
針
に
適
合
す
る
用
途
に
供
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
期
間
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
も
な
お
当
該
要
請
を
受
け
た
特
定
建
築
物
等
の
所
有
者
等
が

当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
建
築
物
等
の
利
用
状
況
及
び
現
況
そ
の
他
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
当
該
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
特
定
建
築
物
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
内
に
お
い
て
商
店
街
振
興
組
合
の
地
区
に
つ

い
て
の
商
店
街
振
興
組
合
法
の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
普
通
保
険
等
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
適
合
事
業
の
う
ち
特
に
事
業
資
金
の
融
通

の
円
滑
化
が
必
要
な
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
と
し
て
認
定
市
町
村
の
長
の
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が

行
う
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
保
険
の
付
保
限
度
額
の
別
枠
化
、
て
ん
補

率
の
引
上
げ
及
び
保
険
料
率
の
引
下
げ
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
十
三
か
ら
第
十
七
条
の
十
六
ま
で
関
係
）



第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
の
適
用
の

状
況
そ
の
他
の
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）


